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台風・地震等に対する非常措置についてのお知らせ 
 

 

本園におきましては、京都市に台風等により「特別警報」「暴風警報（暴風雪警報）」、災害発生に伴う「避
難指示」「緊急安全確保」が発令された場合、また、震度５弱以上の地震があった場合について、以下の措置
をとらせていただきますので、ご確認ください。 
 

＊「大雨警報」や「洪水警報」の場合は、原則、休業にはなりません。ご注意ください。 

■ 京都市に「暴風警報」または「特別警報」が発令された時 

① 登園 前 に「暴風警報」または「特別警報」が発令され、継続中の場合 

 
●「暴風警報」「特別警報」が解除されるまで登園を見合わせ、自宅待機してください。 

（臨時休業の場合と解除後の措置については以下を参照してください。） 

② 登園 後（保育中）に「暴風警報」または「特別警報」が発令された場合 

 

●途中で保育を中止して、直ちに臨時休業とします。 
●連絡ツール、ホームページで保護者の方へお迎えを要請しますので、可能な限り早急にお迎えを 
 お願いします。 
●お迎えがあるまでは園で留め置きますが、ある程度の時間お迎えがない場合は、緊急連絡先に連 
 絡します。 

■ 「暴風警報」または「特別警報」による臨時休業と解除後について 

① 「暴風警報」による臨時休業と解除後について 

 ●午前８時までに解除になった場合・・・平常通り 
●午前９時までに解除になった場合・・・９時４０分から保育開始 
●午前１０時までに解除になった場合・・・１０時４０分か保育開始 
●午前１０時現在、警報発令中の場合・・・当日は臨時休業 

② 「特別警報」による臨時休業と解除後について 

 
●深夜午前０時以降、登園までに「特別警報」が発令された場合・・・当日は臨時休業 
●降園後「特別警報」が発令、深夜午前０時までに解除になった場合・・・次の日は臨時休業  

◎「避難情報」において、水災害の「避難指示」が竹田小学校区に発令されている場合は、「暴風警報」
の措置に準じます。また、「緊急安全確保」が竹田小学校区に発令されている場合は、「特別警報」の
措置に準じます。// 
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■ 京都市で震度５弱以上の地震が発生した時 

① 登園 前 に京都市で震度５弱の地震が発生した場合 

 ●前日の降園後から当日の登園までに発生した場合・・・当日は臨時休業 
●休業日、または休業日の前日に震度５弱以上の地震が発生した場合 
                        ・・・原則として休業明けの登園日は臨時休業 

 例：金曜日の降園後に震度５弱以上の地震が発生した場合、次の月曜日は臨時休業になります。 
ただし、施設等の安全が確保できる場合は、登園・保育を実施することがあります。その際
は、連絡ツール、ホームページ等により連絡します。 

② 登園 後（保育中）に京都市で震度５弱の地震が発生した場合 

 ●途中で保育を中止して、直ちに臨時休業とします。 
●連絡ツール、ホームページで保護者の方へお迎えを要請しますので、可能な限り早急にお迎えを 
 お願いします。 
●お迎えがあるまでは園で留め置きますが、ある程度の時間お迎えがない場合は、緊急連絡先に連 
 絡します。 

 

【その他】 

・震度５弱以上の地震発生時、また台風の接近や豪雨が予想される場合は、テレビ・ラジオ等の報道に注
意していただきますようお願いいたします。 

・「暴風警報」や「特別警報」などの対象地域は、「京都市」と呼ばれる場合、「京都府南部」や「京都・
亀岡地域」と呼ばれる場合があります。 

・登園後に暴風警報などの発令が予想されるような日には、その日の保護者の方の動き（在宅、外出、帰
宅時刻など）をお子さんに伝えておく、特別な事情などがある場合は園に連絡を入れておくなどしてく
ださい。また、緊急の連絡に対応できるように、携帯電話は身近なところに備えてください。 

・大雨警報、洪水警報等の長期間の継続が見込まれる場合、教育委員会の判断により臨時休業となる場合
があります。その場合には、連絡ツール、ホームページでお知らせいたします。 

・臨時休業とした場合、登園の再開日は園及び近隣の被災状況を確認の上、改めて、連絡ツール・ホーム
ページでお知らせします。 

・このお知らせはホームページにも掲載しています。 

 


